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１．加賀田小学校の概要 

（1）所在地 

〒586-0071    河内長野市加賀田 568－１ 

                            TEL：0721-62-2916  FAX：0721-62-2994 

（2）児童数（令和７年５月１日現在） 

          ※来校された際にお渡しする資料に掲載しています。 

（3）学級数（令和７年度） 

         ※来校された際にお渡しする資料に掲載しています。 

（4）授業時数（週・年間） 

 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 

国語 9（306） 9（315） 7（245） 7（245） 5（175） 5（175） 

社会   2（70） ２.5（90）

（87.5） 

3（100） 3（105） 

算数 4（136） 5（175） 5（175） 5（175） 5（175） 5（175） 

理科   ２.5(90) 3（105） 3（105） 3（105） 

生活 ３（102） ３(105)     

音楽 2（68） 2（70） 1.75(60) 1.75(60)

1.5

（52.5） 

1.5(50)

（52.5） 

1.5(50)

（52.5） 図工 2（68） 2（70） 1.75(60) 1.75(60) 1.5(50) 1.5(50) 

家庭     1.5(60) 1.5(55) 

体育 ３（102） 3（105） 3（105） 3（105） ２.5(90) ２.5(90) 

道徳 1（34） 1（35） 1（35） 1（35） 1（35） 1（35） 

特別活動 1（34） 1（35） 1（35） 1（35） 1（35） 1（35） 

総合   2（70） 2（70） 2（70） 2（70） 

外国語 

（英語活動） 

［0.5］

［（18）］ 

［0.5］

［（18）］ 

１（35） 1（35） 2（70） 2（70） 

裁量    1（35） 1（35） 1（35） 

合計 
25 

（850） 

26 

（910） 

28 

（980） 

30

（1050） 

30

（1050） 

30

（1050） 

    ※河内長野市では、教育課程特例校の認定を受け１年生から外国語活動を行っています。 

 



2.本校の教育 

 
＜学校教育目標＞ 

「 心 豊 か に か が や く 子  自 ら 学 び が ん ば る 子   

健 や か に た く ま し く 生 き る 子 」 の 育 成  

  

＜めざす学校像＞ 

『一人ひとりがキラッとかがやき、笑顔にあえる学校』 

 ①わたし達は、子ども達の人権を尊重した教育を進めます。 

②わたし達は、子ども達とともに学び、ともに遊び、ふれあいを 

大切にした明るい学校づくりに努めます。 

 ①わたし達は、分かる授業、魅力ある授業づくりに努めます。 

②わたし達は、より高い目標に向かって、生き生きと明るく取り組む子どもを育て

る学校づくりに努めます。 

 ①わたし達は確かな学力の定着に向けて新しい教育の創造に努め ます。 

②わたし達は、教育公務員として、保護者や地域から信頼される よう職責の遂行

に努めます。 

  

＜めざす子ども像＞ 

  ①互いの違いを認め合い、共に生きる心豊かな子。 

②集団の一員として自覚し、自他の生命と人権を尊重する子。 

③人のためになる活動をすることができる子。 

 

 

 

①自らの課題に積極的に取り組み、学び方を身につけた子。 

②自分で考え、判断し、正しく行動する子。 

③確かな学力を身につけた子。 

健やかに 

  た くましく 
     生きる子 

①進んで健康・体力づくりに取り組み、自分らしさをのばす子。 

②ルールやマナーを身につけ、守り続けていく子。 

③社会や世界、地球環境にも目を向ける子。 

令和６年 SPS(セーフティープロモーションスクール)認証校に指定  

「心を育て、知恵を育む」 

＜教育スローガン＞ 

『 安 心 ・ 安 全 ・ 命 だ い じ 』  

 

認め、支え合う学校 

明るく活動する学校 

想いに応えられる学校 

心豊かに 

    か がやく子 

自ら学び 

    が んばる子 



３．日課表 

 

 
 

 月・火・木・金 水 

（予 鈴） ８：２５ 

朝の会･㏍ﾀｲﾑ･読書 ８：３０ ～  ８：５０ 

第 １ 校 時        ８：５０ ～  ９：３５ 

休  憩 ９：３５ ～  ９：４５ 

第 ２ 校 時        ９：４５ ～ １０：３０ 

長 休 み １０：３０ ～ １０：４５ 

第 ３ 校 時        １０：４５ ～ １１：３０ 

休  憩 １１：３０ ～ １１：４０ 

第 ４ 校 時        １１：４０ ～ １２：２５ 

給食 １２：２５ ～  １：００ 

歯みがき        １：００ ～  １：０５ 

清 掃        １：０５ ～ １：２０ １：０５ ～ １：１０ 

昼  の  会 １：２０ ～ １：３５ 終わりの会  １：１０ ～ １：１５ 

昼 休 み １：３５ ～ １：５０ １：１５ ～ １：３０ 

第 ５ 校 時        １：５０ ～ ２：３５ １：３０ ～ ２：１５ 

休  憩 ２：３５ ～ ２：４５ ２：１５ ～ ２：２５ 

第 ６ 校 時 ２：４５ ～ ３：３０ ２：２５ ～ ３：１０ 

終 わ り の 会        ３：３０ ～ ３：４０ ３：１０ ～ ３：２０ 

下   校 ３：４０  

 

●５時間授業の時は、下校時刻は午後２時４５分(水曜日は午後２時２０分)になります。 

●６時間授業の時は、下校時刻は午後３時４０分(水曜日は午後３時２０分)となります。 

●上記の日課表は、標準日課表であり学校行事等により変更することがあります。 

その時は、月毎の学校だよりや学年だよりでお知らせします。 

令和７年度 日課表  



４．教室配置図 

 

 

 

※防犯上掲載していません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．学校生活の約束 

 

 

 

 

 



６．加賀田小学校のきまり 

「学校生活の約束」と併せてご覧になってください。重複する部分もございますが、ご家庭にご理解とご

協力をお願いしたいことをまとめました。 

 

＊朝の登校は、自由登校です。学校には午前８時～８時１５分に入るようにします。 

＊始業時刻は午前８時３０分、最終下校時刻は午後３時４０分です。 

＊課業中にお子さまをお迎えに来られた場合、必ずインターホンで職員室へ連絡してください。 

＊交通ルールを守り、定められた通学路を通ります。 

＊登下校中には、寄り道や買い物はしません。 

＊水分補給のため、水筒を持たせてください。中身は、水かお茶にしてください。 

＊学習に不必要な物は持ってきません。 

＊校内では、名札を左胸に必ずつけます。 

＊小学生にふさわしい服装や髪型にします。 

＊上靴と体育館シューズの２足を用意し、学年組・氏名を靴の前・かかとの部分に記入します。 

（市販のものでもかまいませんが、事故防止のため、底がしっかりしたすべらない靴にしてください。） 

 以上、校内の約束事のなかで、ご家庭にも関連ある項目を列挙しました。参考にしていただければと思

います。 

学校の電話番号 ６２－２９１６ 

  

 

● 保護者の方が来校する場合のお願い ● 

安心・安全な学校づくりのため、以下の２点をお守りいただきますよう、よろしくお願いします。 

①児童の在校時間中は、学校への車の乗り入れを禁止しております。ただし、病院等の送迎や体調不良

でのお迎え、購買当番は乗り入れ可能です。特別な事情がある場合は、必ず事前に担任を通してご連

絡ください。周辺道路や農協、公民館の駐車場には駐車されませんよう、重ねてお願い申し上げます。 

 

②来校された際は、門が開いている場合でも、必ずインターホンでお名前・ご用件をお伝えください。ま

た、校舎内へ入る場合は、守衛ボックスにてご記名の上、名札を着用し、来客用玄関より入って、職員

室へお越しください。 



７．校区地図（学校安全マップ） 

 



８．登下校について 
登校については自由登校とし、登校班による集団登校は通年では実施しません。登校班と通学路の確

認のため時期を限定して集団登校を行います。とくに新学期は登校に不安を感じる児童もいると思いま

すので、１学期は、始業式からゴールデンウイークまで、２・３学期は、始業式から２日間登校班で集団登

校します。下校については、１年生は１学期の間は地区ごとにまとまって下校します。他の学年は自由下校

です。ご家庭の都合等で早退する時は、必ず学校まで迎えにきてください。 なお、通学路安全マップなど

も活用いただいて、通学路をお確かめいただき、必ずその道を登下校させてください。 

 
９.児童の安全確保について 
  近年、子どもが被害者となる事件・事故が後を絶ちません。これらの事件・事故を未然に防止し、子ど

もたちの安全を確保するには、学校・家庭・地域・関係諸機関などの連携が必要です。学校といたしまし

ても、安全管理対策として、防犯カメラの設置などの施設整備、安全管理員の配備、危機管理マニュアル

の作成、防犯教育の充実等、児童の安全確保に努めてまいりますが、ご家庭におかれましても、ご協力を

お願いいたします。 

○不審者への対応 

   ・複数で下校する   ・暗くなる前に家に帰る 

   ・下校時も１人での外出は避ける   ・人気のないところには行かない 

 今日は、イカのお寿司 

   ・きょ  ・・・ (不審者や車との間は、両手を開いたくらいの)距離をとる 

   ・う   ・・・ (自分の)後ろは、よく気をつける 

   ・は   ・・・ (家に)早めに帰る 

   ・イカ  ・・・ (知らない人にはついて)行かない 

   ・の   ・・・ (車に)乗らない 

   ・お   ・・・ (助けてと)大声を上げる 

   ・す   ・・・ すぐ逃げる 

   ・し   ・・・ (どんな人に何をされたかなどを大人の人に)知らせる 

○子どもを見守る目を増やしてください 

   ・買い物は散歩の時間を、児童の登下校時刻に合わせる 

   ・登下校時刻に家の外の掃除や犬の散歩を行う等 

○保護者のご来校についてのお願い 

   ・ご来校の際は必ずインターホンを押して、お子さまの学年・氏名・用件を伝えてください 

   ・入口正門前の守衛ボックスにて受付(氏名記入・名札着用)してください。 

   ・必ず職員室にお立ちより寄りください。 

   ・忘れ物は職員室でお預かりします。 

学校  ６２－２９１６   河内長野警察  ５４－１２３４ 



10．保健室より 

 

保健室では、担任をはじめ職員間で連携してお子さまが心身ともに健康で楽しい学校生活が送れるよ

うサポートしています。健康面で心配のある時は、保健室へご相談ください。 

 

１．毎日の健康観察について 

始業前に、各学級で担任が健康観察をし、その日一日の学校生活に備えています。登校前は、ご家庭

でも健康観察（顔色・食欲・排便の様子など）を行ってください。 

たくさんの人が集まる学校では、感染症が拡がりやすいため、一人一人が体調管理に気をつけることが

大切です。朝、発熱や体調不良があるときは、無理に登校せずご家庭で休養してください。 

 

 

２．校内での体調不良やけがについて 

(1)体調をくずしたとき 

 朝、元気に登校されても急な体調不良が起こることがあります。保健室で、問診・検温をした結果、学

習が続けられないと判断した場合は、ご家庭に連絡します。早退時は、安全面からお子さまを一人で下

校させることはできませんので、お迎えをお願いします。 

 

(2)けがをしたとき 

保健室で応急手当をします。帰宅後の手当てからはご家庭でお願いします。 

一刻も早く医師に診ていただく方がよいと判断した場合は、ご家庭に連絡のうえ、受診の手配をします。

かかりつけの医療機関がある場合は、「保健調査票」に記入してください。 

 

３．保健調査票について 

健康状態やかかりつけの医療機関をお知らせいただくものです。毎年４月に返却し、変更点などを記

入していただきます。年度途中で記入内容に変更があった場合は、担任まで連絡してください。 

緊急連絡先は、お子さまの体調不良時・負傷時に必要となります。連絡がつく連絡先について優先順

位をつけて記入してください。 

緊急の受診時に保護者が不在の場合は、教職員が同伴して受診します。その際は、職員が医師から

お子さまの傷病に関する診察結果を聞かせていただきますので、その旨について保護者の同意を確認

する同意書の欄にも署名・捺印をお願いします。 

 

 

４．独立行政法人日本スポーツ振興センター（災害共済給付制度）について 

学校でけがをして医療機関での治療を受けた場合、その治療費が給付される制度です。全児童が加

入し、掛金は教材費から引き落として徴収します。 

学校でのけがでご家庭から受診された場合は、担任にお知らせください。 



 

５．感染症と出席停止について 

学校保健安全法施行規則で「学校において予防すべき感染症」として定められている病気にかかっ

たときは、周囲に感染を拡げないために、医師の指示に従って出席を控え、自宅での療養が必要です。 

 

おもな感染症の種類 出席停止期間 

新型コロナウイルス 発症した後 5日を経過し、かつ症状が軽快した後 1日を経過するまで 

インフルエンザ 発症した後 5日を経過し、かつ、解熱した後 2日を経過するまで 

百日咳 特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌性物質製剤による

治療が終了するまで 

麻しん(はしか) 解熱した後 3日を経過するまで 

流行性耳下腺炎 

(おたふくかぜ) 

耳下腺、顎下腺または舌下線の腫脹が発現した後 5日を経過し、 

かつ、全身状態が良好になるまで 

風しん(三日ばしか) 発しんが消失するまで 

咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後 2日を経過するまで 

水痘 全ての発疹が痂皮化するまで 

結核 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められ

るまで 

骨髄炎菌性髄膜炎 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められ

るまで 

 

※感染症の疑いがあるときは、できるだけ早く医師の診察を受けてください。 

医師による診察の結果、感染症であると診断されましたら学校にご連絡ください。 

※上記以外の感染症でも、出席停止となる場合があります。 

医師が判断され、「意見書」を頂いた場合には、必ず学校へ提出して下さい。 

※登校については医師の指示に従い、医師からの「意見書」を登校時に持参させてください。 

※「意見書」の用紙は、河内長野市内の医院、または学校にあります。 

 

６．持病等のある場合の健康管理について 

(1)「学校生活管理指導票」の提出について 

心臓・腎臓に持病のある場合、食物アレルギー・気管支喘息などのアレルギー疾患があり学校生活

での配慮が必要な場合は、入学までにお知らせください。安全に学校生活をおくっていただくため

『学校生活管理指導票』を提出して頂く場合があります。 

 

(2)給食における食物アレルギー対応について 

学校での配慮・対応が必要な場合は、入学までにかならずお知らせください。関係書類を提出してい

ただいた後、個別にお話しをお聞きして学校での対応を検討します。 

 



１１．用意していただくこと 
 

学習の準備について 

 （□囲みは学校指定品） 

■ 通学用帽子（黄帽）・帽子校章    

■ くつ（上ぐつ，体育館シューズ） 

■ 赤白帽子           

■ 名札（入学式当日にお渡しします。）  

■ 体操服（ハーフパンツ・半そでトレシャツ）・体操服用名札 

■ お道具箱 

 

 

 

■ 筆 箱  

 

 

■ 下敷き（硬筆用のやわらかい物） 

■ 油粘土   

■ 粘土板  

■ 粘土ベラ  

■ 連絡ぶくろ  

■ 生活科ボード(探検ボード） 

■ 鍵盤ハーモニカ（現在お持ちの方は、そのまま使用可) 

■ 手さげかばん（図書の時間等に使用します） 

■ 袋 類（４種類） 

 

 

 

■か さ（２本）（常用と置き傘用。自分で開閉できるもの。記名は閉じても見えるところに）      

※ 絵の具は１年生では使いません。学校から連絡があるまで購入はしないでください。 

※ ノート類は入学後、学校で一括購入させていただきます。 

※ 水着・水泳帽・ラッシュガードについては、５月末頃、長袖体操服・ジャージについては、 

１０月末頃に購買より案内します。 

 

 

 

■体操服入れ   ■上ぐつ入れ  ■体育館シューズ入れ   

■給食袋  → マスク・箸・ナフキン・歯ブラシ・コップを入れられる大

きさで短いひもを付けてください。 

■ピグマックス(１２色） ■クレパス（２４色）→太ゴムでとめてください  

■パス用ガーゼ   ■クーピー色鉛筆（１８色）  ■フエキ糊（工作用）  

■水書用筆  ■カスタネット  ■はさみ  ■スティックのり 

■鉛筆 → ４Ｂを５本，赤鉛筆１本 ■消しゴム  ■ネームペン(油性) 

■１５ｃｍ定規 

 



 

 

名前の書き方とつけ方のきまり 

 

 

 名前の書き方 つける場所 

通学服(自由) 

名札 

安全ピンによるつりさげ式（学校指

定） 

 

 

        

 

 

※学年・組・姓名を大きく黒で書く 

左胸につける 

入学式に受付でおわたしします 

通学用黄帽子 

・キャップ型 

・ハット型 

 

 

 

 

      <前>                <左横> 

※学校指定の帽章（購買で販売）を所定の場所につける 

※名前は、内側に油性ペン等でじかに書く 

赤白帽(体育用) 赤白帽はキャップ型  

※後ろ部分に吊り下げ用のひもをつける 

体操服 

・半そで 

・ハーフパンツ 

 

 

・長そで 

・ジャージ 

(１０月に連絡) 

[上] 

学校指定の校章の入ったシール(購

買で販売)を、アイロンプリントして、

ひらがなで姓のみ記入。 

 

 

 
 
 

左胸にプリントする 

[下] 

内側の記名用タグに名前を書く。 

タグがない場合は、白布等で名前を

つける。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☆かさの記名は、開くとわかるというのでは困ります。名前が 

  すぐ分かるように、たたんだ状態で見えるところに書いてください。         

  とめるためのホックボタンもお忘れないように、折りたたみのかさは、使わせないでください。 

  教室用に保管用の置きがさと２本用意してください。 

 ☆カスタネットのひもが、よくはずれます。適当な長さにしてゴムの部分を糸でぬいつけて下さい。 

 ☆体育や体重測定、水泳などで更衣をした際、衣服の着まちがいがあります。自分の衣服を確認 

   できるよう、下着・くつ下・ズボン・スカート他、すべてに記名をお願いします。 

くつ 

・上ぐつ 

・体育館シューズ 

・通学くつ 

 

 

上ぐつ                  体育館シューズ 

  

 

 

 

 

 

 

※写真のように、２か所に名前を書く 

通学ぐつは、歩きやすく運動しやすいくつ 

水着と水泳帽 

 (５月に連絡) 

 

 

 

 

                  

※油性の黒で書く 

プールの時は、上記のほかにバスタオル等も必要です。 

    すべてに記名をお願いします。 

袋 類 

・体操服用 

・上靴用 

・体育館シューズ用 

・給食用 

 

 

 

 

 

 

 

※すべての袋の見えるところに名前を書く。 

持ち手のこのあたり

に名前を書く 
 

1の 1 

〇〇〇 

1の 1 

〇〇〇 

○
○ 

○
○ 

○
○ 

○
○ 

○
○ 

○
○ 

１
の
１ 

○
○
○ 



１２．購買価格表 

 



１３．緊急時の対応 

－大規模地震発生時(震度５弱以上)の対応について－ 
 

  
 

 

 

①  登校前（自宅を出る前）に発生の場合 

      

  ○ 河内長野市において、前日の１７時以降自宅を出る前までに「震度５弱以上」の地震が発生した場合、学校は
臨時休校とします。 

 
    ○ 通学路や学校に危険がなく授業ができる状況にある場合は、休校日の翌日より授業を行います。 
      （その場合は、各家庭に連絡いたします。） 

 

②  登校・下校途中に発生の場合（自宅から学校の間） 

 

  ○ もし登下校の途中に地震が起きた場合は、原則として帰宅させます。 
    ただし、学校に近い場合または危険が伴い自宅に帰れない場合は学校に登校し、保護者の迎えを待ちます。 

 

③  在校中に発生の場合（学校にいる時） 

 

  ○ 授業を打ち切ります。学校まで保護者の方に迎えに来ていただきます。 

 
 

  ２．地震発生時（河内長野市で震度４以下）の対応について 

 
  ○ 「震度４以下」の地震が発生した場合は、校区内の被災状況等の安全を確認した上で、通常どおり登校させてく

ださい。 
 
 
 

 
 
○  被害の状況によっては、給食を実施できないこともあります。 

 

４．お願い 

   
○ ご家庭に連絡がつかない場合がありますので、緊急時の連絡先や下校先を担任に連絡して 
おいてください。 

 
    ○ 下校後は、外出をさせないように十分ご注意ください。 
 
    ○ ご家庭におかれましても、日頃よりお子さんと緊急時の下校先や避難先について、十分に話し合って 

おいてください。 
 

 

★ この対応は、あくまでも原則であり、緊急時には円滑に対応できないことが予想されます。その場
合は、学校としては児童・生徒の安全を最優先に対応しますので、ご家庭におかれましてもよろし
くお願いいたします。 

 

 

 
１．大規模地震発生時（河内長野市で震度５弱以上）の対応について 

  ３．給食について 


